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※
市
税
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２
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忘れていませんか？
市・道民税の住宅ローン控除の申告

問い合わせ
税務グループ（緯塩１１５５）

平成１９年に実施された税源移譲に伴う所得税の
減少により、住宅ローン控除が所得税から控除し
きれなくなった方は、市・道民税の住宅ローン控
除を受けられる経過措置が設けられています。
この制度の適用を受けるには、平成２０年１月１

日現在住んでいた市町村への申告が必要です。
まだ申告をしていない方はお早めに申告してく

ださい。

▼対象
次の要件すべてに該当する方

１．平成１１年から平成１８年までに入居した方
２．すでに所得税の住宅ローン控除を受けている

方
３．税源移譲による所得税の減少で、所得税から
住宅ローン控除を控除しきれなくなった方

※給与所得者で、確定申告をせずに年末調整で住
宅ローン控除を受けている方は、①平成１９年分
給与所得の源泉徴収票の『源泉徴収税額』が０
円で、②摘要欄の『住宅借入金等特別控除可能
額』が、『住宅借入金特別控除の額』より大き
い場合、対象となります。

▼申告場所
税務グループ（市役所本庁舎１階６番窓口）

▼持ち物
煙年末調整が済んでいる方
印鑑・源泉徴収票（原本）

煙確定申告を済ませた方
印鑑・確定申告書の控え

※確定申告をする方は、税務署での申告となり
ます。


